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第1回 ガイダンスとイントロダクション

東京大学男女共同参画室副室長

大学院情報学環特任准教授

小川 真理子

ジェンダー不平等を考える
2022年10月3日（月）5限 17:05-18：35

東京大学 2022年度Aセメスター学術フロンティア講義
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講義の流れ

１．ジェンダーの基礎概念

２．ジェンダー平等に関する課題



１．ジェンダー概念の系譜

（１）ジェンダー

ジェンダーという考え方はどのようにして生まれたのか？

ジェンダー もともと文法上の性の分類を表す用語

↓

女性解放運動や女性学の発展によりジェンダー概念が

発展





性別役割分業 男性は生産労働 女性は家事労働

家事・育児・介護等家の中の労働は無償労働

↓

アンペイドワーク



性差別や女性差別（「女性」という存在におこる不平等な事象）
↓

女性の経験の顕在・理論化、メカニズムの解明
・人間に平等に与えられる権利がなぜ「女性」にのみ与えられないのか
「女と男」の違いは、「性別」による違い

→「性別」には、生物学的分類、社会的分類

男性学
男性であるがゆえに抱え込んでいる問題を男性の視点から批判的に
見直し、男性にとって生きやすい社会を目指す



（２）性別認識とジェンダーの再定義

1950年代 米性科学者 ジョン・マネー

「生殖器官による性sex」ではなく、

「性愛から社会的役割などを包括的に捉える性」を
表す語を求め、「文法上の性別を表す語」であった
genderを用いる



（３） ジェンダーという言葉の用法

1995年 北京世界女性会議

北京宣言及び行動綱領でジェンダーが多く使われる

ジェンダー・フリー 固定的な性別役割からの解放

性別という考え方の壁（バリア）をなくす

ジェンダー・バイアス 性別にかかわる偏見や差別、

固定的な役割観

◆分析概念としてのジェンダーの有効性

・性別が社会的に構築されたものであるかもしれないことを考察

・既存の学問研究がもつ前提や基準をジェンダーの視点から

問い直す
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２．ジェンダー平等政策における論点

1999年 男女共同参画社会基本法

第5次男女共同参画基本計画（2020.12.25閣議決定）における課題

「202030目標」の未達成

202030目標：社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的
地位に占める女性比率が少なくとも30％程度となるよう期待する
（2003年目標設定）

全体として「30％」の水準には程遠い

諸外国の推進スピードは速く

日本は女性の参画が遅れている

【新たな目標】

2020年代の可能な限り早期に30％程度になるよう目指す

内閣府男女共同参画局「第5次男女共同参画基本計画 ～すべての女性が
輝く令和の社会へ～ （説明資料）」 p.1より抜粋
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/pdf/5th_gaiyo.pdf
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女性版骨太の方針2022（2022.6.3）における課題

Ⅰ 女性の経済的自立

Ⅱ 女性が尊厳と誇りを持って

生きられる社会の実現

Ⅲ 男性の家庭・地域社会における活躍

Ⅳ 女性の登用目標達成

内閣府男女共同参画局「女性版骨太の方針2022（女性活躍・男女共同参画の重点方針2022 ）説明資料」（左：p.5、右：p.1）
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2022_setsumei.pdf
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女性版骨太の方針2022（2022.6.3）における課題

Ⅲ 男性の家庭・地域社会における活躍

男性の育児休業取得の推進
コロナ禍で広まったテレワーク等の多様な働き方の定着
男性の孤独・孤立対策

内閣府男女共同参画局「女性版骨太の方針2022
（女性活躍・男女共同参画の重点方針2022 ）説明資料」p.4
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（１）選択的夫婦別姓

民法750条の改正案としての選択的夫婦別姓（別氏）制度 導入の議論

1996年 法制審議会、民法改正要綱の答申

2009年 国連女性差別撤廃条約 男女平等の観点

民法改正を「勧告」、2016年3度目の「勧告」

2015年 最高裁大法廷判決

夫婦同姓の規定は「合憲」

2021年 最高裁大法廷判決

2015年の判決同様、夫婦同姓の規定は「合憲」



１）選択的夫婦別姓
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最高裁大法廷（2021）最高裁裁判官 計15人

合憲と判断（11人）
違憲と判断（4人）

選択的夫婦別姓は認められず

最高裁大法廷（2015）合憲



夫婦同姓は「日本の伝統」なのか
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『女性差別はどう作られてきたか』
（集英社新書 2021）著者

朝日新聞2021年7月6日付



「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正（2021.6）

改正の背景：諸外国と比べ大きく遅れる政治分野への女性の参画

国会議員（衆議員議員）に占める女性の割合 9.9%

世界193ヵ国中166位（列国議会同盟2021.1.1時点）

改正のポイント：男女を問わす立候補や議員活動等をしやすい環境整備

政党等：男女の候補者数の目標設定（努力義務）、国・地方自治体の責務及び施策の強化、両立支援・
マタハラ・セクハラの防止等 (cf.太田肇『同調圧力の正体』)

（２）政治分野における女性の参画

内閣府男女共同参画局「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 リーフレット（令和2年7月作成）」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/pdf/law_seijibunya04.pdf



（２）政治分野における女性の参画

世界130ヵ国近くが政治分野でクオータ制（女性の
議員や候補者の最低割合を定める差別是正措置）を
導入、先進国では日本のみが低迷

都道府県議会の女性議員比率
約１割、町村議会の約3割で

女性議員ゼロ

内閣府男女共同参画局「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 リーフレット（令和2年7月作成）」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/pdf/law_seijibunya04.pdf



男女の育休取得率の推移
女性83％、男性7.48％

（2019）

毎日新聞 2021/6/4 東京版朝刊「「男性版産休」最大４週間
育休取得、確認義務化 改正法成立」より

（３）WLB、男性の育児休業取得

育児・介護休業法の改正
（2021.6)

改正育児・介護休業法
（2022.4）段階的に施行



（４）理工系分野における女性研究者

理工学分野で特に顕著なジェンダー・アンバランス

出典：OECD Main Science and Technology Indicators Vol 2019

Leaky pipeline（水漏れパイプ）を防ぐ取り組みとは
・女子中高生の理系進路選択支援政策（パイプライン・プログラムの一種）

・女性研究者支援事業（研究機関の組織文化の変革をめざす）

日本の女性研究者比率は16.2％OECD主要23ヵ国中
最下位
・原因：
科学技術が伝統的に男性の分野という“常識”と、男
性は家族を養い女性は家庭を守るという社会が課し
た男女の役割が日本ではいつまでも根強くはびこっ
ていること
・科学技術分野の男女共同参画はなぜ必要か？
→「日本の持続的発展を維持するため」
（Dilworth Machi「科学技術分野における男女共同参画：
日本の持続的発展のために」『日本女性科学者の会学術
誌』20巻1号, 2020年. p.19-24)



（５）女性の人権
2001年 配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）成立
公的機関中心のDV被害者支援制度が整備

「配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価書」

→相談や取組不十分 (総務省 2009)

（自治体担当者40.3％、民間担当者79.1％）

相談件数と一時保護件数、保護命令件数の落差

→DV被害者支援制度の行き詰まり

施行から20年、DV被害の多様化、複合化等

DV防止法の見直しが求められている

2019年 ４度目のDV防止法一部改正

児童相談所との連携・協力

2022年 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

配偶者間（内縁を含む）における犯罪の
被害者の男女別割合（検挙件数）

約9割が女性被害者

DV相談件数11万超（2018）

DV被害者の一時保護件数の減少
（2015～, 5,117件）4,052人（2018）

保護命令利用の減少（2016～）
2010年保護命令既済3,114件中認容2,434件
2019年既済1,998件認容1,591件

総数
7,064

女性
6,427

男性 637

小川真理子「震災と DV 被害者支援：東日本大震災被災地における行政・民間へのインタビュー調査を
通して」『経済社会とジェンダー』（日本フェミニスト経済学会誌）第4巻, 2019年. p.75-94



（５）女性の人権 性暴力・性犯罪

性犯罪・性暴力のためのワンストップ支援センター（全都道府県47ヵ所）

・被害直後からの総合的な支援を可能な限り1ヵ所で提供
・24時間365日運営
・産婦人科医療、支援のコーディネート

子どもの性被害防止プラン
・子どもの性被害事犯に対する取り締まり強化（SNS不適切な書き込み対応、
児童保護）

・学校関係職員の対応力向上
・児童相談所の体制強化

性行同意年齢の議論

内閣府男女共同参画局「女性版骨太の方針2022（女性活躍・男女共同参画
の重点方針2022 ）説明資料」p.3, https://www.gender.go.jp/policy/
sokushin/pdf/sokushin/jyuten2022_setsumei.pdf



（５）男性の人権

OECD諸国25－34歳
高等教育修了率
（男女別）

諸外国：女子の進学率↑
日本：男子の進学率↑

諸外国における
ジェンダー・ギャップ問題
→ 男子の教育達成の低調

出典：OECD, Education at a glance 2015:188
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https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en
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（７）性の多様性
2021年6月 LGBT理解増進法案 未成立
「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」

2021年 4月 与党理解増進法
（要綱）提出

2021年５月 超党派連盟において法案がまとまる

2021年6月 与党国会への提出を見送る

世界80ヵ国以上で性的少数者に対する雇用差別禁止法
（2019）

オリンピック憲章
「性別、性的指向」による差別の禁止

「差別禁止」と「理解増進」

東京新聞 2021年5月9日「LGBT法整備、与野党で大きな隔たり 自民「まずは理解増進」、
野党「実質的な差別解消を」」より
https://www.tokyo-np.co.jp/article/103005



（７）性の多様性 パートナーシップ制度

• 世界における同性パートナーの法的保護：契約型、事実婚、契約・事実婚・ドメスティック・パート
ナーシップ・シビルユニオン（登録パートナーシップ）・同性婚

日本：

2015年3月 東京都渋谷区議会は同性カップルを「結婚に相当する関係」

（パートナーシップ）と認め区が証明書を発行する条例案を賛成多数で可決。

公的に同性カップルを認める制度は日本初

2015年4月

「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の成立

2015年11月 渋谷区

パートナーシップ証明書の発行
・渋谷区に居住、住民登録があること

・２０歳以上であること ・配偶者がいないこと及び相手方

・当事者以外のパートナーがいないこと

・近親者でないこと

• 2021年3月 札幌地裁初の判断 同性婚を認めないのは「違憲」

毎日新聞 2021年3月17日「同性婚不受理、違憲 国の賠償は認めず
札幌地裁初判決」より
https://mainichi.jp/articles/20210317/ddf/001/040/001000c
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